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放課後等デイサービス カムさぁ 重要事項説明書 

（ 令和 ６年 ６月 １日 現在 ） 

この重要事項説明書は、社会福祉法第 76 条及び第 77 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことをサービス利用希望者に対して説明するも

のです。 

 

１．事業者名称概要 

名    称 社会福祉法人 リデルライトホーム 

法 人 所 在 地 熊本県熊本市中央区黒髪五丁目２３番１号 

電 話 番 号 ０９６－３４３－０４８９ 

代 表 者 氏 名 理事長 小笠原 嘉祐 

設 立 年 月 昭和２７年 ５月 ３１日 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 指定放課後等デイサービス 

事業所の名称 放課後等デイサービス カムさぁ 

事業所の所在地 熊本県熊本市北区龍田陳内三丁目３７番７号 

連 絡 先 

電話：０９６－３３７－２９４１ FAX：０９６－３３７－２９４

２ 

管 理 者 氏 名 前田 晃子 

児童発達支援 津留 明博 



管理責任者 

定 員 １０人 

指 定 年 月 日 平成２８年 ３月 １日 

事 業 所 番 号 ４３５０１００６３４ 

 

３．事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

社会福祉法人リデルライトホーム（以下、「事業者」という。）が設置す

る放課後等デイサービス カムさぁ（以下、「事業所」という。）において

実施する指定障害児通所支援の放課後等デイサービス（以下、「指定放課後

等デイサービス」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び

運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管

理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者（児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号。以下、「法」という。）第２１条の５の５第１項に規

定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下、「通所給付決定保護

者」という。）の意思及び人格を尊重し、障がい児及び通所給付決定保護者

の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを

目的とします。 

運営方針 

①事業所は、障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行うと共に、

社会との交流を図ることができるよう、障がい児の身体及び精神の状況

並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を

行うものとする。 



②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結び

付きを重視し、通所給付決定保護者の所在する市町村、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」（平

成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障がい福祉サービス

を行う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連携

に努めるものとする。 

③前二項のほか、法及び「熊本市指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例」に定める内容のほか関係法令等を遵守

し、指定放課後等デイサービスを提供するものとする。 

 

４．通常の事業の実施地域  熊本市 北区・中央区・東区 

 

５．営業時間とサービス提供時間 

営業日 

及び 

営業時間 

営業日：月曜日から金曜日 

ただし、年末１２月２９日から１月 ３日 

８月１３日から８月１５日までは休業日とする 

営業時間： 

第１単位 月曜日から金曜日 

（祭日、春休み、夏休み、冬休み等除く） 

      午後１２時から午後６時 



第２単位 祝日、春休み、夏休み、冬休み等 

      午前８時３０分から午後５時３０分 

サービス提供時間 

第１単位：月曜日から金曜日 午後２時から午後５時３０分 

（祭日、春休み、夏休み、冬休み等除く） 

第２単位：祝日、春休み、夏休み、冬休み等 

午前９時から午後５時 

 

６．職員の体制 

職種 業務内容 

管理者 

常勤１名 

管理者は、職員の管理、放課後等デイサービスの申込みに係る調整、業務の実施

状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている

放課後等デイサービスの実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるために必要な

指揮命令を行います。 

児童 

発達支

援管理 

責任者 

常勤１名 

児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画（以下、「個別支援計

画」という。）を作成し、サービスを利用する障がい児に対する継続的なサービ

ス管理や評価を行うとともに、障がい児及び障がい児の保護者並びにその家族に

対し、その内容等について説明を行います。 

児童指

導員お

児童指導員 ２名以上 

指導員 １名以上 



よび指

導員 

個別支援計画に基づき障がい児及び障がい児の保護者に対し適切に指導等を行

います。 

当事業所では、熊本市の定める指定基準を遵守し、指定障害児通所支援を提供する職員として、

上記の職種の職員を配置しています。 

 

７．設備の概要 

設 備 の 種 類 室数 備考 

指導訓練室 １室 テーブル、椅子 

トイレ（男女兼用） ２室 手すり、呼出ブザー 

個人荷物管理棚 １室  

学習ルーム １室 学習机、学習椅子、面談用応接セット 

浴室・脱衣所 １室 洗面台、浴槽２か所 

１階ミニキッチン １室 流し台、製氷機、冷蔵庫、冷凍庫 

１階システムキッチン １室 流し台、作業台 

洗面台 ２台  

 

８．サービスの内容 

（１）個別療育 

   療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行う。 

（２）集団療育 

  療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団療育を行う。 

（３）関係機関との連携 

  保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。 

（４）健康状態の確認 



（５）送迎サービス 

障がいの程度、地理的条件等により送迎を必要とする障がい児については、必要な送迎 

サービスを行う。 

（６）相談、助言に関すること  

      障がい児及びその介護を行う者の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 

※全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は、本事業所の

児童発達支援管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただきます。 

 

 

 

９．利用料金 

（１）障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定

める額）から家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を引いた額が介護給付

費の給付対象となります。事業者が障害児通所給付費の給付を市町村から直接受け取る（代理

受領する）場合、利用者負担分として、家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定め

る額を事業者にお支払いいただきます（利用者負担額といいます）。 

なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。 

 

（２）上記（１）の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金

の全額を受けるものとします。  

 

（３）事業者は、上記（１）及び（２）の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定

保護者に対して当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通所給付費の代理受領を



受けた場合は、通所給付決定保護者に対してその金額及び内訳を通知するものとします。 

 

（４）次に定める費用については、利用者から徴収するものとします。 

通所受給者証の利用者負担に関する事項に記載される負担額月額料金を上限とします。 

 

【基本料金】 

放課後等 

（学校がある日） 

〇区分１ 

（３０分以上１時間３０分以下） 
５７４円 

〇区分２ 

（１時間３０分超３時間以下） 
６０９円 

休業日 

（長期休業日・祭日） 

〇区分３ 

（３時間超５時間以下） ６６６円 

 

【加算】 

 

【障害児通所給付費以外の費用】 

（ア）食事の提供に要する費用  委託業者利用の場合 １食 ４００円 

              クッキングの場合   １食 ２５０円 

（イ）おやつ代 １食 ５０円 

（ウ）創作活動に係る材料費 実費 

（エ）日用品代 実費 

（オ）前（ア）～（エ）に掲げるもののほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される

送迎加算（１回） ５４円 

福祉専門職員配置等加配加算Ⅱ（１回） １０円 

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
基本サービス費に各種加算減算を加えた

総単位数の 13.4％を加算額とします。 

利用者負担上限額管理加算（月１回） １５０円 

延長支援加算 

３０分以上１時間未満     ６１円 

１時間以上２時間未満 ９２円 

２時間以上 １２３円 



サービス・レクレーション代・施設利用料等、日常生活において通常必要となるものに 

係る費用であって、その障がい児の保護者に負担させることが適当と認められる費用 

※上記費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得るものとします。 

※（１）から（４）までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を

支払った通所給付決定保護者に対し交付するものとします。 

 

（５）利用料金は、１ヵ月ごとに計算して請求しますので、毎月２６日までに以下のいずれかの方

法でお支払いください。 

  ① 指定口座への振込み（振込手数料はご負担ください） 

  ② 金融機関からの自動引き落とし（引落し手数料はご負担ください） 

    利用できる金融機関  

熊本信用金庫 子飼支店 （ 店番：００６ ） （ 普通口座：０２５９７８６ ） 

口座名 放課後等デイサービス カムさぁ 代表者 小笠原 嘉祐  

※入金確認後領収書を発行します 

 ③ 当事業所の窓口で現金支払い 

 

10．サービス利用に当たっての留意事項 

①施設内の器具・器材・その他の物品は、大事に取り扱わなければならない。 

②サービスの利用をキャンセルすることとなった場合には、速やかに連絡しなければならない。 

③指定された以外の日に現金を持ち込んではならない。 

④通所給付決定保護者はサービスを利用するにあたって、宗教活動や営利を目的とした勧誘、 



暴力行為等、他の通所給付決定保護者に迷惑を及ぼす恐れのある行為及び言動を行なわな 

いものとする。 

 

11．虐待の防止について 

  事業者は、障がい児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の

対策を講じます。 

  (1)虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者 前田 晃子 

   (2)成年後見制度の利用を支援します。 

   (3)虐待の防止のための対策検討を目的とする虐待防止委員会を設置し、定例開催する。 

   (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

 

12．ハラスメント対策の強化 

  適切なサービスの提供を確保する観点から、職員の就業環境を害することを防止するための方

針を定め、対策を強化します。 

 

13．緊急時の対応 

  放課後等デイサービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やか

に主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。 

また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものと

します。 



（１）事業所の協力医療機関 

医療機関 

病院及び所在地 

医療法人 社団ピネル会 ピネル記念病院 

熊本市東区佐土原１丁目８番３３号 

電話番号 ０９６―３６５－１１３３ 

診 療 科 精神科・神経内科 

入院設備 あり 

医療機関 

病院及び所在地 

医療法人 社団 水上会 

熊本市中央区黒髪６丁目９番２０号 

電話番号 ０９６―３４３－２９１３ 

診 療 科 内科・泌尿器科 

入院設備 なし 

 

14．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める消防計画書により対応します。 

平時の訓練 

別途定める消防計画書に従い年に２回以上、避難・防災訓練を利用者

全員で行います。 

防火管理者 防火管理者 前田 晃子 

  その他 火災、震災その他の災害から障がい児及び職員等の生命、身体の保護及び財産の保全

を図ることを目的とした防災対策規定を設けています。また、早期の業務再開を図るための計

画を策定し、研修及び訓練を定期的に実施します。 

 



15．障がい児及び通所給付決定保護者の記録や情報の管理、開示 

  事業者は、関係法令に基づいて、障がい児の記録や情報を適切に管理し、通所給付決定保護者

の求めに応じてその内容を開示します。 

 

16．秘密の保持 

職員は、業務上知りえた障がい児又はその家族の秘密を保持します。 

  また、事業者は、職員であった者に業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるた

め、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容と

します。 

 

 

17．苦情・要望の受付について 

（１）当事業所の苦情・要望の受付窓口 

受付窓口 

窓 口 担 当 者  児童発達支援管理責任者 津留 明博 

苦情解決責任者  管理者 前田 晃子 

受  付  日  月曜日から金曜日 

受 付 時 間  午前９時から午後５時 

電 話 番 号  ０９６－３３７－２９４１ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０９６－３３７－２９４２ 

※苦情受付ボックスを玄関に設置 

第三者委員 吉本 裕二  （連絡先 090-4996-2732） 



塘林 丈明  （連絡先 096-372-5252） 

小野寺武治  （連絡先 096-345-4872） 

秋山 高宏  （連絡先 096-345-0264） 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

   本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は熊本県社会福祉協議会に設

置された運営適正化委員会に申し立てることができます。 

熊本市 

障がい福祉課 

所  在  地  熊本市中央区大江５丁目１番１号 

         ウェルパルくまもと３階 

電 話 番 号  ０９６－３６１－２５１９ 

熊本県福祉サービス

運営適正化委員会 

所  在  地  熊本市中央区南千反畑町３番７号 

電 話 番 号  ０９６－３２４－５４７１ 

 

18．事故発生時の対応 

事業者は、事故が発生した場合は、熊本市障がい福祉課及び障がい児の家族等に連絡を行なう

とともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとし

ます。 

更に、事故の発生またはその再発を防止するため、事故に係る指針を整備し、事故防止のため

の委員会・研修会を定期的に開催します。事故が発生した場合は、市町村、障がい児及び通所給

付決定保護者などに連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

  また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場



合は、損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

 

１９．衛生管理 

  感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策検討を目的とする感染対策委員会を 

設置し、おおむね３月に１回必要時は即時開催、課題解決をする。 

 

２０．サービスの第三者評価 

評価日 未実施 

評価事業所 未実施 

 

２１．サービス提供開始予定日   令和   年   月   日 

 

２２．本契約は、平成２８年 ３月 １日より改正施行する。 

   本契約は、平成２９年 ４月 １日より改正施行する。 

   本契約は、令和 ４年 ２月 １日より改正施行する。 

   本契約は、令和 ５年１１月 １日より改正施行する。 

   本契約は、令和 ６年 ４月 １日より改正施行する。 

   本契約は、令和 ６年 ６月 １日より改正施行する。 

 

 

 

 



指定放課後等デイサービスの提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行ない

ました。 

 

令和    年    月    日 

 

事業者住所     熊本市中央区黒髪五丁目２３番１号 

事業者（法人）名  社会福祉法人 リデルライトホーム 

事業所所在地    熊本市北区龍田陳内三丁目３７番７号 

事業所名      放課後等デイサービス カムさぁ 

事業所番号     ４３５０１００６３４ 

 

代表者名      理事長 小笠原 嘉祐    印 

 

説明者（役職）          

 

（氏名）                 印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から指定放課後等デイサービスの提供及び利用について重要事項の

説明を受け、同意しました。 



 

令和    年    月    日 

 

利用者（児童）氏名 

 

 

 

通所給付決定保護者住所 

 

 

 

通所給付決定保護者氏名 

  

                                       印 

 

 


